
                                 
【重要】【愛媛大学版】 国による学生支援緊急給付金給付事業 

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』募集要領 

 

 

１．事業概要 
今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活

にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難となっている学生等が修学を諦

めることのないよう、現金を支給する事業です。 

 

２．支給金額 
住民税非課税世帯の学生  ２０万円 

上記以外の学生        １０万円 

 

３．申請要件 

 
1． 以下の①～⑥をすべて満たす者（留学生については、①～⑤及び⑦をすべて満たす者）  

①家庭からの多額の仕送りを受けていない（※１）  

②原則として自宅外で生活をしている（※２） 

③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い 

④家庭（両親のいずれか）の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない 

⑤新型コロナ感染症の影響でアルバイト収入（雇用調整助成金による休業補償を含む（※３））が大幅に 

減少（前月比（※４）の 50％以上減少）している 

⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす（※５）  

１）日本学生支援機構給付型奨学金（以下、新制度）の第Ⅰ区分の受給者  

２）新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金（無利子奨学金）の併給 

が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者  

３）新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金（無利子奨  

学金）の限度額まで利用している者又は利用を予定している者 

４）新制度の対象外であって、第一種奨学金（無利子奨学金）の限度額まで利用している者又は利 

用を予定している者  

５）要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金（無利子奨学金）を利用できないが、民間等を 

含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者 

 

⑦留学生については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加え 

て、以下の要件を満たすことが必要。（「外国人留学生学修奨励費」等と同様。）  

１）学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること 

２）仕送りが平均月額 90,000 円以下であること（入学料・授業料等は含まない。）  

３） 在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること  

 

２．上記１.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を 

認める者 

（※１）家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上（授業料を含む）を目安としま

す。 

（※２）自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをい

います。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類（アパート等の賃貸借契約書のコピー

等）の提出が必要です。 

（※３）あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われ

ている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。 

１ 



                                 
（※４）2020年１月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。 

（※５）第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。具体的

な収入基準は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

４．申請書類 

（日本人学生用）原則として①から⑦の書類を提出してください。 

書類はすべて、愛媛大学版を使用すること。（③～⑦の書類の提出が期限に間に合わない場合 

は、申請前に問い合わせてください。） 

 書 類 名 作成方法・注意事項 
 

 
① 

 

 
学生支援緊急給付金申請書【様式1】 

・すでに機構の奨学生である場合は、振込先

口座の記入は必要ありません。奨学生でない

場合は、振込先口座を記入してください。 

・振込口座は、本人名義のものに限ります。 

なお、取り扱い金融機関については、「参考

資料」を参照してください。 

 

 
② 

学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓

約書【様式2】 

・要件チェック項目①と③については、必

ず金額（年額）も記入してください。 

  
③ 

振込先情報に記載した口座名義人が記載された通

帳の写し等（通帳がない場合はキャッシュカード

の写し等） 

すでに機構の奨学生である場合は、提出の必

要ありません。奨学生でない場合は、振込先

口座を記入してください。 

・振込口座は、本人名義のものに限ります。 

なお、取り扱い金融機関については、「参考

資料」を参照してください。 

 

④ 

アパート等の賃貸契約書の写し、直近の家賃の支払い

根拠書類、住民票の写し等（自宅外生のみ） 

※いずれか一つで可 

やむを得ない理由により提出が困難な場合

は、「学生支援緊急給付金申請書」【様式 1】

の「3.申し送り事項」にその理由を詳細に記

入してください。 
⑤ 

新型コロナウイルス感染症対策に係る公的支援を受け 

ている受給証明書等（提出可能な場合） 

⑥ 
アルバイト先からの給与明細、給与の振り込みが確認で

きる書類、（本年1月以降の減額前と減額後の2ヶ月

分）、アルバイトに係る自己申告書【別紙】 

 

⑦ 

住民税非課税証明書（「新制度」第Ⅰ区分受給者以

外の学生） 

※該当者のみ生計維持者の証明書を提出 

 

 

 

２ 

第第Ⅰ区分･･･あなたと生計維持者の市町村税所得割が非課税であること 

 第Ⅱ区分･･･あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が 100円以上 25,600 円未満 

であること 

 第Ⅲ区分･･･あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が 25,600円以上 51,300円未 

満であること。 



                                 
 

  （留学生用）原則として①から⑦の書類を提出してください。 

書類はすべて、愛媛大学版を使用すること。（③～⑦の書類の提出が期限に間に合わない場合 

は、申請前に問い合わせてください。） 

 書 類 名 作成方法・注意事項 
 

 
① 

 
学生支援緊急給付金申請書【様式1】 

・振込口座は、本人名義のものに限ります。 

なお、取り扱い金融機関については、「参考

資料」を参照してください。 

 

 
② 

学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓

約書【様式2】 

・要件チェック項目①と③については、必

ず金額（年額）も記入してください。 

  
③ 

振込先情報に記載した口座名義人が記載された通

帳の写し等（通帳がない場合はキャッシュカード

の写し等） 

 

必ず「参考資料」を参照してください。 

 

④ 

アパート等の賃貸契約書の写し、直近の家賃の支払い

根拠書類、住民票の写し等（自宅外生のみ） 

※いずれか一つで可 

やむを得ない理由により提出が困難な場合

は、「学生支援緊急給付金申請書」【様式 1】

の「3.申し送り事項」にその理由を詳細に記

入してください。 
⑤ 

新型コロナウイルス感染症対策に係る公的支援を受け 

ている受給証明書等（提出可能な場合） 

⑥ 
アルバイト先からの給与明細、給与の振り込みが確認で

きる書類、（本年1月以降の減額前と減額後の2ヶ月

分）、アルバイトに係る自己申告書【別紙】 

 

⑦ 
在日扶養者の年収等が確認できる源泉徴収票の写し等 

（在日扶養者がいる場合のみ） 

※申告内容に虚偽の記載があったときは、支給した給付金を返還していただくことがあります。 
※その他、必要に応じて電話・メール等でヒアリングを実施する場合があります。 

 

  ５．申請方法 
   必ず「レターパックライト」で下記の提出先へ郵送してください。 

     封筒の表に「学生支援緊急給付金申請書在中」と朱書きしてください。 

     （窓口持参及びスマートフォン等による電子申請では受け付けていません。） 

    

      提出先：〒790-8577 

           愛媛県松山市文京町３番 

           愛媛大学教育学生支援部内「学生支援緊急給付金担当」 

 

 

 

６．申請締め切り日 

         

学内締切 令和２年６月８日（月）消印有効 
             期限を過ぎての申請はいかなる理由でも受け付けることはできません。 

 
３ 



                                 
  ７．申請から受給の流れ 

              

          

 

 

 

 
   ※大学ごとの推薦枠があるため、申請要件を満たしていても、推薦できない場合があります。 

    口座への振込をもって支給通知とします。なお、申請者全員が支給されるとは限りませんので、 

予めご了承願います。 

 

 

８．問い合わせ先 
     日本人学生： 教育学生支援部内「学生支援緊急給付金担当」 

            メールアドレス：govshien@stu.ehime-u.ac.jp 

 

     留 学 生： 国際連携支援部国際連携課 学生交流チーム 

            メールアドレス：govshien@stu.ehime-u.ac.jp 

 

               ※問い合わせはメールでのみ受け付けます。 

               ※問い合わせメールへの対応：月～金 ８：３０～１７：１５ 

               ※申請状況や審査に関わる内容等については、一切、お答えできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

学生から大

学へ申請 
大学が審査 

大学から

JASSOへ推薦 

JASSOから採

用者へ振込 

mailto:govshien@stu.ehime-u.ac.jp
mailto:govshien@stu.ehime-u.ac.jp


                                 
【様式１】 

学生支援緊急給付金申請書 
独立行政法人 
日本学生支援機構理事長 殿 
 
 私は、独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。）の学生支援緊急給付金を申請します。 
私が現在、機構の奨学生である場合は、機構が保有する私の口座情報を学生支援緊急給付金の振込先情報として利

用することに同意します。 
１．基本情報 

提出年月日 2020年   月   日 

所属する学校名 愛媛大学 

学生証番号 学生証に記載されている番号を記入してください。 

氏名 

カナ（姓） アイダイ カナ（名） タロウ 

漢字（姓） 愛 大 漢字（名） 太 郎 

生年月日（和暦） 昭和・平成×年× 月× 日生 電話番号 ○○○－○○○○－○○○○ 

日本学生支援機構（給付奨学金）     
該当する区分に○を付けてください。 

１．第Ⅰ区分 ２．第Ⅱ区分 ３．第Ⅲ区分 ４．申請中 

日本学生支援機構（貸与奨学金）     
該当する区分に○を付けてください。 

１．第１種  ２．第２種  ３．第３種  ４．申請中                      

２．振込先情報     参考資料を参照すること 
※ 機構の奨学生は記入不要です。ただし、機構の奨学生であっても機構に登録している口座が解約済であるなどの
理由により、学生支援緊急給付金の受取りに支障がある場合は記入してください（機構の奨学金の登録口座について
は、別途、変更の届出が必要です）。 

口座名義（カナ氏名） 
※通帳記載の口座名義人を記入 

         アイダイ タロウ 

（ゆうちょ銀行以外の金融機関） 

金融機関名・支店名 
           銀  行 

     信用金庫 
農  協 

支 店 
  営業所    

出張所 

金融機関コード 
 
 

 
 

  
 

店舗コード 
 
 

 
 

 
 

 

預金種別 普通預金 
口座番号 
※右詰で記入 

       

（ゆうちょ銀行） 

ゆうちょ銀行 
記号       

番号         

５ 

日本学生支援機構の奨
学生は奨学金口座とな
るため記入不要です。 

日本学生支援機構の奨学生は必ず記入してください 

補足事項 



                                 
【別 紙】 

アルバイト等に係る自己申告書 

    私は、独立行政法人日本学生支援機構が実施する学生支援緊急給付金に申請するにあたり、 

   アルバイトの収入額について以下のとおり申請します。 

 

勤務先名 

 

○○○○○大街道店 

責任者名 

連絡先 

○○ ○○○ 

  

電話番号：○○○ － ○○○○ －○○○○ 

勤務期間及び勤務時間等 

 

 

 

記入例 

2月：1日（10:00～18:00）、15日（左同）、22日（左同）、29日

(左同) 

3月：7日（9:00～11:00）、21日（9:00～11:00）、28日（10:00

～16:00 

4月：シフトなし 

支払金額 

 

 

   ２月分○○、○○○円、３月分○○、○○○円 

勤務内容 

仕事内容を具体的に記載
してください。 

 

 

 

 

 

 （記入例） 

２月 ホールスタッフとして、主に配膳を担当。 

３月 主に座席や机の消毒を主に担当。3/28 は、ホールスタ

ッフとして配膳を手伝った。 

 

 

 

その他特記事項  

 

 

   上記の内容に相違ありません。申告内容に虚偽があった場合は返金することに同意します。 

 

   令和  年  月  日 

     学校名                学部／研究科名               

 

     学生証番号               

        

     署名                    
 

 

 

 

 

 

 

６ 



                                 
 

 

 

 

申請に利用できる金融機関については以下のとおりです。 

 

  利用できない  利用できる  

金融機関  

口 座   

日本国内の銀行(ゆうちょ銀行を含む)、信託銀行 

(一部対象外)、信用金庫、労働金庫、信用組合、 

 農業協同組合(※) 

外資系銀行、インターネット専業銀行(楽天銀行、ジャパンネッ

ト銀行等)、その他一部の銀行(新生銀行·あおぞら銀行·   

セブン銀行) 

本人名義の普通預金(通常貯金)口座 本人以外の名義の口座、貯蓄預金口座、休眠口座  

※日本学生支援機構の貸与、給付奨学金では取り扱っていない一部の金融機関についても、今回の給付金につ

いては、取扱金融機関の対象となります。 

 

 

 

参考資料 

７ 


	※申告内容に虚偽の記載があったときは、支給した給付金を返還していただくことがあります。

